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こんな研究

をしていま

す 

社会言語学、特に多言語社会であるルクセンブルクについて長年研究していま

す。ルクセンブルクはドイツ語の一変種を独自の言語「ルクセンブルク語」として

作り上げつつ、フランス語とドイツ語を併用する社会であり、また人口の約半数が

外国籍という複雑な社会です。多言語教育政策とそれにともなう社会的格差や課題

について研究しています。 

こんな成果

を挙げてい

ます 

・小川敦（2022）「「ルクセンブルク語振興戦略」とその成立背景に関する一考察」、

ドイツ文法理論研究会『エネルゲイア』47 号、29～50 頁。 

・小川敦（2022）「第 8 章 ルクセンブルクの言語政策 多言語社会とドイツ語」、

大宮勘一郎・田中愼（編）シリーズ ドイツ語が拓く地平 3『ノモスとしての言語』、

ひつじ書房、201～230 頁。 

・小川敦（2021）「多言語社会ルクセンブルクにおける言語イデオロギーの「対抗」」、

柿原武史・仲潔・布尾勝一郎・山下仁（編著）『対抗する言語 日常生活に潜む言

語の危うさを暴く』、三元社、37～66 頁。 

・ OGAWA,Atsushi (2020) Die Wahl der Schriftsprache im öffentlich-

administrativen Bereich im mehrsprachigen Luxemburg. Der Sprachgebrauch 

in Gemeindeblättern der kleineren Gemeinden. 大阪大学大学院言語文化研究

科 言語文化共同プロジェクト『批判的社会言語学の探訪』、17～27 頁。 

・大澤麻里子・小川敦・境一三（2020）「イタリア・南チロルにおける CLIL －ドイ

ツ語系学校への導入を巡って－」、日本言語政策学会『言語政策』16 号、29～52

頁。 

ほかに、こん

なジャンル

に関心をも

っています 

私個人としてはルクセンブルクの研究を長年行ってきましたが、共同研究では

イタリア・南チロルや、フランス・アルザス、スイス・バーゼル市の言語（教育）

政策なども扱ってきました。ドイツ語圏やヨーロッパの研究が多いですが、それに

限定せず、移民などの言語的なマイノリティの権利や言語教育など、社会と言語の

関係や言語政策に広く関心を持っています。 

こんな授業

を行なって

います 

 

多文化相関論ⅡA・B 

授業では言語と教育、格差、権利、言語政策について、主に多言語社会や移民社

会の視点から考えます。そのために文献を読み、議論していきます。複数の言語変

種が用いられる社会、また外国語として言語を学ぶ社会、言語的なマイノリティの

住む社会等を広く多言語社会として捉えて考察します。もちろん、日本国外の事例

だけでなく、日本国内のことも視野に入れます。 

学会や社会

でこんな活

動をしてい

ます 

ドイツ語圏の文化や言語に関する学会や研究会で運営に関わっています。具体的

には、日本独文学会において語学ゼミナールの実行委員、ドイツ文法理論研究会に

て編集委員、阪神ドイツ文学会においては研究発表会やシンポジウムの企画を担当

しています。 

また、日本言語政策学会では年に 1度行われる研究発表大会の企画を担う大会委

員会に加わっています。 


